
意見書案第２号 

 

　 

ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の 

充実・強化を求める意見書 

 

 

ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求

める意見書を次のとおり提出するものとする。 

 

令和７年６月２０日提出 

 

議会運営委員長　　大　西　　　陽　　　 

 

 

ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の 

充実・強化を求める意見書 

 

本道の森林は、全国の森林面積のおよそ４分の１を占め、地球温暖化防止や国土の

保全、林産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に

発揮させるためには、森林資源の循環利用を進める必要があります。 

全国一の森林資源を有する北海道は、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、

伐採後の着実な植林による森林の若返りや長期間炭素を固定する木材利用の促進、化

石燃料の代替となる木質バイオマスの利用促進など森林吸収源対策を積極的に推進す

る責務を担っています。 

道では、森林資源の循環利用に向けて、森林整備事業や治山事業など国の事業を活

用し、植林・間伐や路網の整備、優良種苗の安定供給、山地災害の防止、木造建築物

の整備、森林づくりを担う人材の育成など、様々な取組を進めてきたところです。 

本道の森林を将来の世代に引き継ぎ、環境への負荷の少ない循環型社会の形成に貢

献するためには、活力ある森林づくりや道産木材の利用、防災・減災対策を一層進め、

ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を図るこ

とが必要です。 

よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望します。 

記 

１．地球温暖化や山地災害の防止など森林の多面的機能の持続的な発揮に向けて、新

たに策定された国土強靭化実施中期計画に基づき、伐採後の着実な植林、適切な間

伐、路網の整備や、防災・減災対策の推進に必要な予算を十分に確保すること。 

２．森林資源の循環利用を推進するため、優良種苗の安定供給、鳥獣害・病虫害など

森林被害対策、ＩＣＴ等の活用によるスマート林業の推進、木材加工・流通体制の

強化、建築物の木造・木質化や木質バイオマスの熱利用の促進などによる道産木材

の需要拡大、外国人材も含めた森林づくりを担う多様な人材の育成・確保などに必

要な支援を充実・強化すること。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。 

 

令和 7 年 6 月 20 日 

 

士　別　市　議　会　　　　　 

 

（提出先）内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、 

経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣、衆議院議長、 

参議院議長



意見書案第３号 

 

 

国内農業を犠牲としない日米関税交渉などを求める意見書について 

 

 

国内農業を犠牲としない日米関税交渉などを求める意見書を次のとおり提出す

るものとする。 

 

令和７年６月２０日提出 

 

議会運営委員長　　大　西　　　陽　　　 

 

 

国内農業を犠牲としない日米関税交渉などを求める意見書 
 
近年の農業情勢では、世界人口の急激な増加や気候変動による農地の損失・農業生

産の減少が進むなど食料不足が危惧されている一方、ウクライナや中東など世界情勢
の不安定化のほか、円安なども相まって、燃油・肥料・飼料等の生産資材価格の高止
まりが続いています。このため、農業者は厳しい経営状況から食料基地北海道にあっ
ても離農者が増加傾向にあり、このままでは将来にわたって国民に食料を安定供給す
ることは困難な環境下にあります。 

そうしたなか、米国による自動車などの追加関税や輸入品に対する相互関税の発動
が世界経済に混乱を招いており、一連の関税措置はＷＴＯ協定や日米貿易協定に明ら
かに違反する行為で、到底受け入れられるものではありません。 

一方、関税措置の見直しに向けた日米交渉が４月 16 日から始まり、６月の合意を
目指して協議が進められていますが、米国側からは米の市場開放やジャガイモ・牛肉
などの検疫措置の緩和などが求められたとしています。これに対して、政府は中国と
の報復関税で行き場を失った米国産の大豆やとうもろこしの輸入拡大などを交渉材料
に、自動車などの追加関税の撤廃等を求めるとの報道もされていましたが、米中両国
が追加関税の引き下げなどの暫定措置を発表するなど、米国関税措置は混迷を深めて
います。 

我が国においては、改正食料・農業・農村基本法が昨年６月５日に施行され、平時
からの食料保障の実現に向けて新たな基本計画を今年４月 11 日に閣議決定したこと
は、さらに国内農業の生産基盤の脆弱化を招くことが危惧されます。 

つきましては、日米関税交渉において、食料安全保障の観点に立ち、国内農業を犠
牲にした交渉は行わないよう、下記事項を強く要望します。 

記 
１．ＷＴＯ協定等の違反である日米関税交渉において、自動車やアルミ・鉄鋼等の追

加関税や相互関税を回避するため、農産品の輸入拡大・関税の削減、検疫措置の緩
和など国内農業を犠牲にした交渉は行わないこと。 

２．新たな食料・農業・農村基本計画で掲げる目標等を確実に実行するため、改正基
本法で掲げる食料安全保障の確保が果たされるよう、国内の農業生産の増大を基本
に、生産基盤の維持・強化、担い手の育成確保などの新たな予算を十分に確保する
こと。 

 
以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。 

 
令和 7 年 6 月 20 日 

 
士　別　市　議　会　　　　　 

 
（提出先）内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済再生担当大臣、 

衆議院議長、参議院議長



意見書案第４号 

 

 

令和７年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について 

 

 

令和７年度北海道最低賃金改正等に関する意見書を次のとおり提出するものと

する。 

 

令和７年６月２０日提出 

 

議会運営委員長　　大　西　　　陽　　　 

 

 

令和７年度北海道最低賃金改正等に関する意見書 

 

北海道最低賃金の引き上げは、日本国憲法 25 条に定められている「すべて国民は、

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」としていることから、人間らし

く暮らすための下限額として最も重要なものです。 

　道内で働く者の暮らしは昨今の物価上昇で一層厳しく、2024 年に引き上げた　50

円で、道内の常用労働者 216 万人(内パート労働者 64.7 万人)の内、60 万人弱の労働

者が最低賃金近傍に張り付いている状況です。 

労働基準法第２条では、「労働条件の決定は労使が対等な立場で行うもの」と定め

ていますが、現状では最低賃金の影響を受けやすい非正規雇用労働者は、労働条件決

定にほとんど関与することができません。 

　政府は 2020 年代に全国平均 1,500 円を目指すこととしており、中小・零細事業者

への支援を同時に進め、大幅引き上げに向けた環境整備が必要です。 

最低賃金の引き上げ金額が低ければ、その近傍で働く多くの方の生活は、より一層

厳しいものとなり、個人の消費行動にも影響を与え、北海道経済にも悪影響を与えか

ねません。 

　つきましては、北海道労働局においては、令和７年度の北海道最低賃金の改正に当

たって、以下の措置を講ずるよう強く要望します。 

記 

１．賃金構造基本統計調査の北海道における短時間労働者の平均時間額や民間の求人

時間額などを参考として、最低賃金を大幅に引き上げること。 

２．設定する最低賃金は、道内高卒初任給時間換算額時間額 1,126 円を下回らない水

準に改善すること。 

３．賃上げの原資確保のため、公正取引を促すパートナーシップ構築宣言の宣言企業

拡大を進めると同時に、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を

推し進め、最低賃金の大幅引き上げを図ること。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。 

 

令和 7 年 6 月 20 日 

 

士　別　市　議　会　　　　　 

 

（提出先）北海道労働局



意見書案第５号 

 

 

地方財政の充実・強化に関する意見書について 

 

 

地方財政の充実・強化に関する意見書を次のとおり提出するものとする。 

 

令和７年６月２０日提出 

 

議会運営委員長　　大　西　　　陽　　　 

 

 

地方財政の充実・強化に関する意見書 

 

いま、地方公共団体には、急激な少子・高齢化にともなう社会保障制度の整備、子

育て施策、人口減少下における地域活性化対策はもとより、ＤＸの推進、脱炭素化、

物価高騰対策など、極めて多岐にわたる新たな役割が求められています。加えて、多

発化する大規模災害への対応や新興感染症への備えも求められる中、地域公共サービ

スを担う人員は圧倒的に不足しており、職場における疲弊感は日々深刻化しています。 

　政府はこれまで骨太方針に基づき、地方一般財源の前年度水準を確保する姿勢を示

してきました。しかし、増大する行政需要また不足する人員体制に鑑みれば、今後は

より積極的な財源確保が求められます。 

このため、2026 年度政府予算また地方財政の検討にあたっては、現行の地方一般財

源水準確保より積極的に踏みだし、社会全体として求められている賃上げ基調にも相

応する人件費の確保を含めた地方財政を実現するよう、以下の事項を強く要望します。 

記 

１．社会保障の充実、地域活性化、自治体ＤＸ、脱炭素化、物価高騰対策、防災・減

災、地域公共交通の再構築など、増大する地方公共団体の財政需要を的確に把握す

るとともに、現行の水準にとどまらない、より積極的な地方財源の確保・充実を図

ること。 

２．地域医療を確保するため、公立病院を含めた医療機関への財政支援と必要な財源

を確保すること。 

３．子育て対策、介護や生活困窮者の自立支援など、より高まりつつある社会保障ニ

ーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、引き続き、地方単独事業分

も含めた、十分な社会保障経費の拡充を図ること。とくに、これらの分野を支える

人材確保に向けた自治体の取り組みを十分に支える財政措置を講じること。 
４．地方交付税の法定率を引き上げるなどし、引き続き臨時財政対策債に頼らない、

より自律的な地方財政の確立に取り組むこと。 
また、地域間の財源偏在性の是正に向けて、所得税や偏在性がより小さい消費税

を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、より抜本的な改善を行うこと。 
５．政府として減税政策を検討する際は、地方財政を棄損することがないよう、あら

かじめ国と地方の協議の場を活用するなどし、特段の配慮を行うとともに、地方財

政への影響が想定される場合は、確実にその補填を行うこと。 
６．地方創生推進費として確保されている１兆円については、現行の財政需要におい

て不可欠な規模であることから、恒久的財源としてより明確に位置付けること。 
また、その一部において導入されている行革努力や取組の成果に応じた算定方法

は、標準的な行政水準を保障するという地方交付税制度の趣旨に反することから、

今後採用しないこと。 
７．会計年度任用職員においては今後も当該職員の処遇改善や雇用確保が求められる



ことから、引き続き、その財政需要を十分に満たすこと。 

８．諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体に対する特別交付税の減額措

置について、地域手当はその対象から除外されたものの、寒冷地手当、期末・勤勉

手当等については依然、その措置が残されていることから、自治体の自己決定権を

尊重し、これらの減額措置を早期に廃止すること。 

９．自治体業務システムの標準化・共通化に向けては、その移行に係る経費はもとよ

り移行の影響を受けるシステムの改修経費や大幅な増額が見込まれるシステム運用

経費まで含め、必要な財源を補填すること。 

また、戸籍等への記載事項における氏名の振り仮名の追加やマイナンバーカード

と健康保険証・運転免許証の一体化など、自治体ＤＸに伴うシステム改修や事務負

担、人件費の増大が想定される際は、十分な財政支援を行うこと。 

10．地域の活性化に向けて、その存在意義が改めて重視されている地域公共交通につ

いて、公共交通専任担当者の確保を支援するとともに、普通交付税の個別算定項目

に位置付け、一層の施策充実を図ること。 

11．人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段階補正を拡充するなど、地

方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図ること。 

12．自治体の行う事業において、労務費の適切な価格転嫁が果たされるよう、必要

な財政支援を行うこと。 

 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。 

 

令和 7 年 6 月 20 日 

 

士　別　市　議　会　　　　　 

 

（提出先）内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、 

デジタル大臣、内閣府特命担当大臣（こども政策担当）、 

衆議院議長、参議院議長



意見書案第６号 

 

 

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元など教育予算 

拡充と豊かな学びを求める意見書について 

 

 

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元など教育予算拡充と豊か

な学びを求める意見書を次のとおり提出するものとする。 

 

令和７年６月２０日提出 

 

議会運営委員長　　大　西　　　陽　　　 

 

 

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元など教育予算 

 拡充と豊かな学びを求める意見書 

 

義務教育費国庫負担制度は、地方自治体の財政状況に左右されずに教職員を安定的

に確保するために、教職員の給与の一部を国が負担する制度です。この制度における

国の負担率が 2006 年に２分の１から３分の１に変更されました。教育の機会均等を

確保するためにも、国の責任において義務教育費国庫負担制度を堅持し、国の負担率

を２分の１へと復元することが重要です。 

　また、子供たちへのきめ細やかな教育を実現するためには、教職員定数を抜本的に

改善することによる少人数学級の実現と教職員の超勤・多忙化解消は不可欠です。公

立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法

律が成立し、小学校において 35 人以下学級が実現することとなり、2026 年度からは

中学校においても引き下げられる方針が示されていますが、高校については依然とし

て検討にとどまっています。 

今年度の文部科学省の予算では、小学校の教科担任制及び 35 人学級実現等の教職

員定数改善が 5,827 人であるのに対し、自然減などにより 8,803 人の減少となってお

り、実質的な教職員増とはなっていません。早急に 30 人以下学級を実現し、実質的な

教職員増としていく必要があります。 

　2024 年 12 月に文科省が発表した就学援助実施状況調査では、要保護・準要保護率

は、全国で 13.66％（７人に 1 人）、北海道においては全国で８番目に高い 17.59％

（5.7 人に 1 人）となっており、依然として厳しい実態にあります。また、教育現場

では給食費・修学旅行費などの私費負担が減少せず、地方交付税措置されている教材

費や図書費についても自治体によってその措置に格差が生じています。 

また、高等学校等における就学支援金の所得制限は撤廃されたものの、奨学金制度

を利用せざるを得ない子供たちや経済的な理由で進学・就学を断念する子供が増加し

ており、その解消に向けて、就学援助制度・奨学金制度を拡大させていく必要があり

ます。 

さらに、小・中学校の不登校が 11 年連続で増加し、過去最高を記録しています。そ

の一因として、この間の学習指導要領が改訂の度に内容が難しくなるとともに、教科

書の頁数が増え子供たちの負担になっていることが指摘されています。子供たちの負

担を軽減し、学校を豊かな学びの場とするためには、学習指導要領の内容精選および

標準授業時数精選を図りカリキュラム・オーバーロードの早期改善を図る必要があり

ます。 

こうしたことから、国においては、義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅

持、当面負担率２分の１への復元、早急に実効性のある教職員の超勤・多忙化解消、



30 人以下学級の実現など、学校が豊かな学びの場となるよう、以下の項目について地

方自治法第 99 条に基づき、教育予算の確保・拡充、就学保障の充実を図るよう強く要

望します。 

記 

１．国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教育費を

無償とすること。少なくとも、義務教育費国庫負担制度を堅持し、当面、義務教育

費国庫負担金の負担率を２分の１に復元すること。 

２．給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消や、図書費などについて国に

おいて十分な確保、拡充を図ること。 

３．就学援助制度・奨学金制度のさらなる拡大、就学保障の充実に向け、国の責任に

おいて予算の十分な確保、拡充を図ること。 

４．小中高 30 人以下学級の早期実現に向けて、学級編制標準を順次改定すること。中

学・高校への 35 人以下学級を拡大すること。 

また、増加し続ける不登校やいじめ、自死など子供たちの解決すべき問題を改善

するため教職員定数改善や加配教員増員を図るとともに、教頭・養護教諭・事務職員

の全校配置の実現のため、必要な予算の確保・拡充を図ること。 

５．子供たちの豊かな学びを保障するため、学習指導要領の内容精選及び標準授業時

数精選を図りカリキュラム・オーバーロードの早期改善を図ること。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。 

 

令和 7 年 6 月 20 日 

 

士　別　市　議　会　　　　　 

 

（提出先）内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、衆議院議長、 

参議院議長



意見書案第７号 

 

 

道教委「これからの高校づくりに関する指針」（改定版）を見直しすべて

の子供に豊かな学びを保障する高校教育を求める意見書について 

 

 

道教委「これからの高校づくりに関する指針」（改定版）を見直しすべての子

供に豊かな学びを保障する高校教育を求める意見書を次のとおり提出するものと

する。 

 

令和７年６月２０日提出 

 

議会運営委員長　　大　西　　　陽　　　 

 

 

道教委「これからの高校づくりに関する指針」（改定版）を見直し 

すべての子供に豊かな学びを保障する高校教育を求める意見書 

 

道教委は、2023 年３月に「これからの高校づくりに関する指針」（改定版）（以下、

指針（改訂版））を策定し、公立高等学校配置計画を進めてきました。毎年度、中卒

者数減などを理由に高等学校の募集停止や再編・統合、間口削減を行ってきたことに

より、道内では公立高校の統廃合が進み、公立高校のない市町村が 55 市町村（2025

年４月現在）あり、高校数は昨年度より３校減りました。 

指針（改定版）には、１学年４～８学級とした学校規模の基準明示が削除となった

ものの、「５月１日現在の第１学年の在籍者数が２年連続で 20 人未満」「地域連携校

等で５月１日現在の第１学年の在籍者数が２年連続で 10 人未満」とした配置の基本

的な考え方により、2027 年度高校配置計画において南茅部高校の募集停止が公表され

るなど、今後も高校数が減少していく見通しです。 

また、2025 年度から所得制限のない公立高校授業料の実質無償化が始まり、2026

年度からは加算額が引き上げられることで私立高校授業料も実質無償化となる見通し

です。国に先行して既に私立高校の無償化を実施している自治体では、中学受験の過

熱化や公立校の定員割れとそれに伴う統廃合、私立高校の授業料値上げが結果として

生じており、北海道においても同様の現象が起こる懸念があります。 

　地元の高校を奪われた子供たちは、遠距離通学や下宿生活等を余儀なくされ、精神

的・身体的な負担が増大するとともに、保護者の経済的負担が大きくなっています。

また、子供の進学を機に地元を離れる家庭もあり、過疎化が進み、経済や産業、文化

などに影響を及ぼすなど結果的に地域の活力を削ぐこととなっています。 

　多くの市町村は、通学費や制服代、教科書代の補助や給食提供などの財政措置のほ

か、やむなく市町村立へ移管とするなど、地元の高校存続に向けた努力をしています。

しかし、本来こうしたことは道教委が行うべきであり、道教委は、後期中等教育をす

べての子供たちに等しく保障する教育行政としての責任を、各自治体に転嫁している

と言わざるを得ません。また、各地域や学校の特色ある取組により新入学生が増加し

ても既に計画された募集停止が撤回されないなど地域の声が反映されておらず、また、

募集停止決定後、在校生の退学や転校が進むなど、このままでは、都市部への一極集

中や地方の切り捨てなど地域間格差が増大し、北海道地域全体の衰退につながること

は明らかです。 

　道教委は、広大な北海道の実情を鑑み、中学卒業者数の減少期だからこそ少人数で

も運営できる学校形態を確立する、学級定数の改善を行うなど、地域の高校存続を基

本に、希望するすべての子供に豊かな後期中等教育を保障していくべきです。そのた



めには、地域や子供の意見・要望を十分反映させ、地域の経済・産業・文化の活性化

を展望した新たな高校配置計画、高校教育制度を創り出していくことが必要です。 

以上の趣旨にもとづき、次の事項について強く要望します。 

記 

１．道教委「これからの高校づくりに関する指針」（改定版）を見直し、地域の教育

や文化、経済や産業など地域の衰退を招かないため、少人数でも運営できる学校形

態を確立し地域の高校を存続させること。 

２．すべての道内公立高校の学級定員を 30 人以下に引き下げること。 

３．教育の機会均等と子供の学習権を保障するため、遠距離通学費等補助制度の５年

間の年限を撤廃すること。 

４．障害のある・なしにかかわらず、希望するすべての子供が地元の高校で学ぶこと

のできる後期中等教育を保障するため、地域合同総合高校の設置など、豊かな高等

教育を実現するため検討を進めること。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。 

 

令和 7 年 6 月 20 日 

 

士　別　市　議　会　　　　　 

 

（提出先）北海道知事、北海道教育委員会教育長



意見書案第８号 

 

 

地域医療を守るため緊急対策の実施を求める意見書について 

 

 

地域医療を守るため緊急対策の実施を求める意見書を次のとおり提出するもの

とする。 

 

令和７年６月２０日提出 

 

議会運営委員長　　大　西　　　陽　　　 

 

 

地域医療を守るため緊急対策の実施を求める意見書 

 

公立・公的病院は、へき地における医療、救急・小児・周産期などの不採算部門の

医療、高度・先進医療など重要な役割を担っています。こうした役割を担う公立・公

的病院は厳しい経営を余儀なくされてきましたが、物価高騰の影響や人件費の増大な

どによって、より厳しい状況に置かれています。特に公立病院の経営は極めて深刻で、

2023 年度の公立病院の純損益は 2,055 億円の赤字です。また、公立・公的病院の医療

従事者の人員確保も喫緊の課題であり、この課題が解消されないままでは必要な人員

が確保できなくなることも危惧されます。 

このような現状を放置すれば、必要な医療が提供できなくなり、守れるはずの命を

守れなくなってしまう恐れがあります。よって、政府に対し、以下の事項を速やかに

実施するよう強く要望します。 

記 

１．第１段階の対策として、公立病院など、赤字の医療機関の経営を緊急的に支える

補助金制度を速やかに創設し、第２段階の対策として、2024 年度の損益収支が発表

された後、必要であればさらなる対策を講じること。 

２．全ての医療機関の赤字の状況や物価高や人件費高騰に対応するため、次期診療報

酬改定で上記補助金の内容を取り込んだ上でプラス改定とすることに取り組むこと。 

３．公立病院が引き続き地域医療の要として機能を果たせるよう、繰出基準及び普通

交付税や特別交付税の単価を引き上げるなど、制度全体を見直すこと。 

４．医療保険を使った医師偏在対策ではなく、都道府県や市町村の自主性を尊重する

医師確保策を実行し、市町村や一部事務組合でも独自に基金を創設し、医師確保が

できるようにするため、医師確保のための基金を拡充すること。 

５．2024 年診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料や基本料引上げの効果を早

期に検証し、看護師等のさらなる賃上げが可能となる制度設計を行うこと。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。 

 

令和 7 年 6 月 20 日 

 

士　別　市　議　会　　　　　 

 

（提出先）内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、 

参議院議長 

 


